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守口市家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例

守口市家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例（平成26年守口市条例第17号）の一部を次のように改正

する。

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。

改 正 前 改 正 後

目次 略 目次 略

第１条から第２６条まで 略 第１条から第２６条まで 略

（小規模保育事業所Ａ型の職員） （小規模保育事業所Ａ型の職員）

第２７条 略 第２７条 略

２ 保育士の数は、次の各号に掲げる利用乳幼児の区分に応

じ当該各号に定める人数の利用乳幼児につき１としたもの

の総数に１を加えて得た数以上の数とする。この場合にお

いて、保健師又は看護師が勤務しているときは、そのうち

１に限り、保育士の数に含むことができる。

２ 保育士の数は、次の各号に掲げる利用乳幼児の区分に応

じ当該各号に定める人数の利用乳幼児につき１としたもの

の総数に１を加えて得た数以上の数とする。この場合にお

いて、保健師、看護師又は准看護師が勤務しているときは、

そのうち１に限り、保育士の数に含むことができる。

(１)から(４)まで 略 (１)から(４)まで 略

（小規模保育事業所Ｂ型の職員） （小規模保育事業所Ｂ型の職員）

第２８条 略 第２８条 略



２ 保育従事者の数は、次の各号に掲げる利用乳幼児の区分

に応じ当該各号に定める人数の利用乳幼児につき１とした

ものの総数に１を加えて得た数以上の数とし、その半数以

上は保育士でなければならない。この場合において、保健

師又は看護師が勤務しているときは、そのうち１に限り、

保育士の数に含むことができる。

２ 保育従事者の数は、次の各号に掲げる利用乳幼児の区分

に応じ当該各号に定める人数の利用乳幼児につき１とした

ものの総数に１を加えて得た数以上の数とし、その半数以

上は保育士でなければならない。この場合において、保健

師、看護師又は准看護師が勤務しているときは、そのうち

１に限り、保育士の数に含むことができる。

(１)から(４)まで 略 (１)から(４)まで 略

第２９条から第３７条まで 略 第２９条から第３７条まで 略

（保育所型事業所内保育事業所の職員） （保育所型事業所内保育事業所の職員）

第３８条 略 第３８条 略

２ 保育士の数は、次の各号に掲げる利用乳幼児の区分に応

じ当該各号に定める人数の利用乳幼児につき１としたもの

の総数（その総数が２未満のときは２）以上とする。この

場合において、保健師又は看護師が勤務している場合には、

そのうち１に限り、保育士の数に含むことができる。

(１)から(４)まで 略

２ 保育士の数は、次の各号に掲げる利用乳幼児の区分に応

じ当該各号に定める人数の利用乳幼児につき１としたもの

の総数（その総数が２未満のときは２）以上とする。この

場合において、保健師、看護師又は准看護師が勤務してい

る場合には、そのうち１に限り、保育士の数に含むことが

できる。

(１) から(４)まで 略

（小規模型事業所内保育事業所の職員） （小規模型事業所内保育事業所の職員）

第３９条 略 第３９条 略



附 則

この条例は、公布の日から施行する。

２ 保育従事者の数は、次の各号に掲げる利用乳幼児の区分

に応じ当該各号に定める人数の利用乳幼児につき１とした

ものの総数に１を加えて得た数以上の数とし、その半数以

上は保育士でなければならない。この場合において、保健

師又は看護師が勤務しているときは、そのうち１に限り、

保育士の数に含むことができる。

２ 保育従事者の数は、次の各号に掲げる利用乳幼児の区分

に応じ当該各号に定める人数の利用乳幼児につき１とした

ものの総数に１を加えて得た数以上の数とし、その半数以

上は保育士でなければならない。この場合において、保健

師、看護師又は准看護師が勤務しているときは、そのうち

１に限り、保育士の数に含むことができる。

(１)から(４)まで 略 (１)から(４)まで 略

第４０条 略 第４０条 略

附 則 附 則

１から１１まで 略 １から１１まで 略

１２ 前２項の規定を適用する時は、保育士（法第 18 条の 1

8 第１項の登録を受けた者をいい、第 27 条第２項後段若

しくは第 38 条第２項後段の規定によりその数を保育士

の数に含む保健師若しくは看護師又は前２項の規定によ

り保育士とみなされる者を除く。）の数は、前２項の規定

の適用がないとした場合における第 27 条第２項前段又

は第 38 条第２項前段の規定により算定される保育士の

数の３分の２以上としなければならない。

１２ 前２項の規定を適用する時は、保育士（法第 18 条の 1

8 第１項の登録を受けた者をいい、第 27 条第２項後段若

しくは第 38 条第２項後段の規定によりその数を保育士

の数に含む保健師、看護師若しくは准看護師又は前２項

の規定により保育士とみなされる者を除く。）の数は、前

２項の規定の適用がないとした場合における第 27 条第

２項前段又は第 38 条第２項前段の規定により算定され

る保育士の数の３分の２以上としなければならない。


